
 
 

 

令和２年度 

業界別持続化支援事業 

募集要領 
 
 
 
 
 
〇本予算は、事業協同組合や商工組合などの組合等が業界の事業承継への課題

解決に取り組む事業に支援します。 

 
〇募集期間 
 令和２年８月４日（火）～８月３１日（月）まで随時受け付け。 

（島根県中小企業団体中央会に１７時必着） 

 

〇ご提出・お問い合わせ先 
 島根県中小企業団体中央会 組織振興課 
０８５２－２１－４８０９ 

 
 
 
 
 
 
 

令和２年８月 

島根県中小企業団体中央会 
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Ⅰ 事業目的 

地域経済の低迷などによる厳しい経営環境の中、県内事業者には確固たる経

営基盤の構築や体質の強化が求められていますが、経営者の高齢化や後継者不

足等により、経営の低迷や廃業を余儀なくされている事業者は増加しています。 
このような状況の中、地域の雇用の確保、優れた技術の継承、地域経済の維持

発展を図るため、円滑な事業承継を推進する必要がありますが、直面する経営課

題の中では事業承継に対する優先順位は低く、事業者の意識は薄いのが現状で

す。 
本事業は、事業者の事業承継に対する意識を高め、事業承継への課題を効果的

に解決することを目的とし、業界として事業承継への課題解決などに取り組む

組合等を支援します。 

 
Ⅱ 事業スキーム 

【募集時】 

 

 

 

 

 
      委託 

 
         申請 

 
          
 
         採択 
【事業実施時※】        会議等参加 

                

           依頼          請求 

                       

           提供          支払 

             

               会議等開催案内 

 

※事業運営は、実施組合等が実施しますが、経費支出等の事務処理は中央会が行

います。（Ⅳ 本事業の応募手続き等 ６．その他（３）参照） 

島根県 

（商工労働部） 

事業承継への課題解決などに取り組む組合等 

※（以下、実施組合等）事業協同組合、事業協同

小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、

任意団体 

島根県中小企業

団体中央会 

実施組合等 
島根県中小企業

団体中央会（以

下、中央会） 

専門家、会議施

設等事業に必要

な経費支払先 
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Ⅲ 事業内容、応募書類、事業の選定 
 １．事業内容 
（１）対象者 

   事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店

街振興組合・同連合会、生活衛生同業組合、任意団体（以下「組合等」と

いう。） 

ただし、任意団体は、代表者が決まっており、定款または規約等があり、

事務局体制が確立している事が必要です。 

また、以下の要件を満たす必要があります。 

① 「（２）対象事業 ①経営持続化ビジョン策定事業」に取り組む場合 

     令和５年３月末までに、事業承継計画を策定する者が、組合等の構

成員のうち原則５者以上（構成員が５者以下の場合は全構成員）見込

まれること。 

② 「（２）対象事業 ②事業承継課題解決事業」に取り組む場合 

     令和５年３月末までに、事業承継計画を策定する者が、組合等の構

成員のうち原則１０者以上（構成員が１０者以下の場合は全構成員）

見込まれること。 

③ 「（２）対象事業 ③組合人材育成事業」に取り組む場合 

     令和５年３月末までに事業承継計画を策定する者が組合等の構成

員のうち２者以上見込まれること。 

    

※「事業承継計画」とは、おおむね１０年以内の期間において、経営者か

ら後継者に事業を円滑に引き継ぐため、事業承継へ向けた基本方針、事

業計画並びに年度ごとの会社、経営者及び後継者等の取組事項を定めた

計画です。 

※事業採択を受けた組合等に対して、事業実施年度以降に、事業承継計画

の策定状況に関する調査を実施します。 

 （２）対象事業 

   事業承継課題解決に係る事業で、以下のいずれかの取組を対象事業とし

ます。なお、原則として、全ての事業において、中央会職員が会議等に参加

するものとします。 

① 経営持続化ビジョン策定事業 

組合等の構成員企業における事業承継の端緒となる現状調査及び分析

を行い、その結果を踏まえ、経営持続化ビジョン策定を行う事業。 

具体的には、組合等の構成員企業に対し、事業承継に関する課題、問題

点、取組状況等のアンケート調査を実施し、その結果分析を行い、それを
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踏まえ、各構成員企業において経営持続化に向けたビジョン（課題、目標、

行動指針）を検討・作成する。また、組合等全体の傾向を分析し、組合等

としての課題、行動指針、目標の検討に繋げる。 

アンケート項目の検討（専門家活用）→アンケート票作成→構成員企

業全社に配布・回収→集計・分析（専門家活用）→各構成員企業のビ

ジョン作成（専門家活用）→全体の傾向分析（専門家活用） 

※既に組合員の事業承継に関する課題、問題点、取組状況等の調査分析をさ 

れている組合については、ビジョン作成のみを実施されても構いません。 

 

② 事業承継課題解決事業 

組合等が、事業承継における課題を解決すべく取り組む、次のいずれか

の事業。 

（ア）課題解決事業 

例 1）業種特性を熟知している組合等が、診断等を行い、業界動向と  

連動して事業者に対し効果的なデューデリジェンスなどを実施

し、企業価値を再認識し今後の事業展開に備える事業 

例 2)組合等がＭ＆Ａ、企業合同、協業化の内容を説明するセミナー等

を開催し、事業者の意識調査を行い、潜在的な事業者の持続化レ

ベルを抽出し、戦略的な企業マッチングを企図する事業。 

例 3)既存事業分野の活力・付加価値の向上、情報化の促進技術・技能

の継承等について、組合等がイニシアチブを取って事業者の企業

価値を高め、持続化を図る事業 

（イ）連携構築事業 

組合等が連携して実施する災害発生時等における広域的な連携構 

築を検討する事業。 

例 1)県内の同業種間における災害発生時を想定した事業継続に向けて

の計画策定に取り組む事業。 

  例 2) 広域での災害協定の締結に取り組む事業。 

 

③ 組合人材育成事業 

組合等が、構成員企業の後継人材及び組合運営を担う人材を育成するた

めに行う事業。 

例 1)人材育成カリキュラム策定 

組合等が、構成員企業の後継人材を育成するためのカリキュラム

を策定し、後継人材の育成に繋げる。 

 例 2)後継者等育成セミナー 
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   組合等が、構成員企業の後継者等に対して、ワークショップ形式等

によるセミナーなどを通じて、経営者に必要な知識・スキルを身に

つけさせる。 

例 3)組合運営人材育成セミナー 

組合等が主体となり、将来の組合運営を担う後継者等に対して、ワ

ークショップ形式等によるセミナーなどを通じて、組合運営に必要

な知識・スキルを身につけさせる。 

 

  （３）対象経費 

以下の経費の内、事業を実施するために必要な経費であって、適正かつ

効率的に計上されているものが対象となります。なお、計上された経費の

妥当性を確認するため、必要に応じて見積書等の提出を求める場合があり

ます。 

ただし、経費支出等の事務処理は、中央会が行います。 

    謝金、旅費、会議費、会場借料、通信運搬費、借料・損料、広報費、資

料費、消耗品費、印刷費、外注費 

（４）中央会負担上限額 

  ①経営持続化ビジョン策定事業 

   １組合あたり５０万円 

   ※５０万円以上の事業を対象とします。５０万円を超える部分は自己

負担額となります。 

    ②事業承継課題解決事業 

     （ア）課題解決事業 

１組合あたり１００万円、１組合あたり５０万円 

     （イ）連携構築事業 

        １組合あたり５０万円      

※（ア）（イ）共に中央会負担上限額以上の事業を対象とします。 

中央会負担上限額を超える部分は自己負担額となります。 

    ③組合人材育成事業 

     １組合あたり３５万円 

     ※３５万円以上の事業を対象とします。３５万円を超える部分は自

己負担額となります。 

 

２．応募書類 
（１）提出書類チェックシート 
（２）事業申請書 
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（３）事業計画書 別紙１ 
   ②事業承継課題解決事業に取り組む場合は、組合等として既に事業承継

について共通の課題を有している事が確認できる資料の添付が必要とな

ります。（協議・検討等の会議を行った回数・日時・テーマを記載した資

料等） 
（４）事業承継計画策定が見込まれる組合等の構成員 別紙２ 
   Ⅲ１．（１）ただし書きの要件を満たしていることが必要となります。 
（５）経費配分書 別紙３ 
（６）事業スケジュール 別紙４ 
（７）実施組合の概要資料（定款または規約、組織図※１、直近の決算書※２

及び収支予算書。） 
※１：代表者、役員、構成員及び事務局体制を記載した書面 

※２：任意グループについては決算書不要 

 

３．事業の選定 

 提出された書類に基づいて、島根県及び関係機関による審査会での審査結果

を踏まえて、予算の範囲内にて事業の選定を行います。 

 必要に応じて、提出された書類の内容等について、関係者に対しヒアリング

を実施する場合があります。 

 

Ⅳ 本事業の応募手続き等 

 １．募集期間 

 令和２年８月４日（火）～８月３１日（月）まで随時受け付け（島根県中小企

業団体中央会に１７時必着）。 

 

 ２．応募書類に関する注意事項 

 （１）応募書類に不備のある場合は、受付できない場合がありますのでご注意

下さい。 

 （２）応募書類の用紙の大きさはＡ４とします。 

 （３）上記以外にも審査に当たり、書類等の提出を求める場合があります。ま

た、原則、一度提出された書類の返却はできませんので、ご了承下さい。 

 （４）採択決定に係る審査は、提出された応募書類による書面審査及びヒアリ

ング等によって行います。応募書類は、事業内容等について、可能な限り

具体的に記載して下さい。特に事業の内容、事業計画や期待される成果等

については、記載要領を参考に、適宜、具体的数字や図表等を用いて、分

かりやすく説明して下さい。 
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 ３．応募時の留意事項 

  実施事業期間は、令和３年２月末日までに終了するものに限ります。 

 

 

 ４．通知・公表 

  選定結果（採択又は不採択）について、後日中央会から、応募者へ文書にて

通知します。 

 

 ５．説明会 

  採択者に対し、説明会を実施予定（開催日未定、2時間程度）としますので、

代表者の方の出席をお願いします。説明会出席旅費は、事業費として計上し

ても構いません。（2名以内） 

 

 ６．その他 

 （１）実施組合等は、採択通知を受けた後、事業経費の配分・額又は内容を変

更しようとする場合、若しくは事業を中止しようとする場合は、事前に承

認を受けなければなりません。 

 （２）実施組合等は、令和３年３月１９日までに、実績報告書（別紙５、６、

経営持続化ビジョン策定事業については別紙７を含む）を提出しなければ

なりません。 

 （３）事業費の支払いは、請求書の提出を受けて、中央会が都度、支払います。

従いまして、請求書・領収書の宛先は自己負担分を除き、島根県中小企業

団体中央会として下さい。 

 （４）中央会は、事業の完了により当該実施団体に相当の利益が生ずると認め

られる場合においては、その支出した事業費の全部又は一部に相当する金

額を当該実施組合等から徴収する旨の条件を付することがあります。 

 （５）実施組合等について、反社会的勢力との関係が判明した場合、採択の取

り消しを行うことがあります。 

 （６）採択された場合において、予算の都合等により、要望金額が減額する場

合があります。 
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 ７．対象経費支出基準 

経費区分 内 容 

謝金 専門家謝金 

研究会、勉強会等で招聘する専門家に

支払われる経費。 

（中央会の講師謝金基準により支出） 

旅費 

専門家旅費 

専門家を招聘するための交通費及び宿

泊費。 

（注） 

交通費：中央会旅費規程に従い支出。 

    全て公共交通機関利用。社用

車・自家用車等の費用は対象外

となります。 

宿泊費：中央会規程を上限とした実費負

担 

日当：なし 

実施組合構成

員旅費 

実施組合が事業実施のために必要な公

共交通機関の運賃及び宿泊費。 

（注） 

交通費：中央会旅費規程に従い支出。 

    全て公共交通機関利用。社用

車・自家用車等の費用は対象外

となります。 

宿泊費：中央会規程を上限とした実費負

担 

日当：なし 

※市町村、商工会、商工会議所職員の旅

費は対象外とします。 

会議費 
事業実施に必要な研究会、勉強会等の会

議を開催する場合の飲食費（お茶代）。 

会場借料 

事業実施に必要な研究会、勉強会等の会

議を開催する場合の会場代として支払

われる経費。（自己所有の場合は対象外） 

通信運搬費 
事業実施に必要な郵便代、郵送料として

支払われる経費。 
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借料・損料 

事業実施に必要な機器・器具等の賃借料

及び使用料。 

※当該年度の事業に要する経費のみを

対象とし、契約期間が当該年度（令和３ 

年２月末日）を超える場合は、当該事業

期間分に相当する経費とします。 

広報費 
事業を効果的に実施するのに必要な広

告宣伝に要する経費。 

資料費 
事業実施に必要な教材等の資料の購入

に要する経費。 

消耗品費 

事業実施に必要な消耗品の購入に要す

る経費。 

※本事業以外での使用は対象外としま

す。 

印刷費 
事業実施に必要な資料等を印刷・製本す

るために支払われる経費。 

外注費 

事業を効果的に実施するのに必要な調

査・分析等を専門機関に依頼する際の経

費。 

  

８．提出先、お問い合わせ先 

〈担当課〉 

  島根県中小企業団体中央会 組織振興課 

〈所在地及び連絡先〉 

  〒６９０－０８８６ 

  島根県松江市母衣町５５番地４ 島根商工会館４階 

  ＴＥＬ：０８５２－２１－４８０９ 

  ＦＡＸ：０８５２－２６－５６８６ 

 


